
第 129 回明大祭参加団体規約 

第 129 回明大祭実行委員会 

第一条 参加団体規約 

「第 129 回明大祭参加団体規約」において「第三条」を満たすものを「参加団体」とし，第 129 回明大祭実行委員会を

「本委員会」とする。 

本規約は第 129 回明大祭における参加団体のすべてに適用する。 

すべての参加団体はこの規約を遵守しなければならない。 

 

第二条 明大祭期間 

第 129 回明大祭は平成 25 年 11 月 1 日（金）2 日（土）3 日（日）に行われ，10 月 31 日（木）を準備日，11 月 4 日（月）

を片付け日とする。以上の 5 日間を明大祭期間とする。 

 

第三条 参加団体 

第 129 回明大祭に参加し，企画を実施する団体（以下参加団体とする）となるには、参加団体募集説明会に出席し， 

所定の書類を本委員会に提出し，本委員会の定める参加団体費を全額支払わなければならない。 

なお，明治大学公認の学生団体，サークル，ゼミ，クラスは公認団体として扱い，それ以外は非公認団体として扱う。 

 

第四条 明大祭責任者・明大祭副責任者 

すべての参加団体は団体内で以下の基準に沿って明大祭責任者及び明大祭副責任者を選出しなければならない。 

・明大祭責任者及び明大祭副責任者は明治大学に学籍を置くことが確認できる者でなければならない。 

・明大祭責任者と明大祭副責任者を一人で兼ねることはできない。 

・複数の企画で明大祭責任者及び明大祭副責任者を兼任することはできない。 

明大祭責任者又は明大祭副責任者は本委員会の主催する説明会に必ず出席しなければならず，自らの企画運営に関する

情報を参加団体内のすべての参加者及びすべて関係者に伝える義務を負う。 

明大祭期間は明大祭責任者又は明大祭副責任者は、自団体の企画実施時間中は自団体の企画場所に常駐していなければ

ならない。 

明大祭責任者及び明大祭副責任者の変更は原則認められない。 

 

第五条 企画 

 第 129 回明大祭において，参加団体が提出した企画書について本委員会が承認したものを企画とみなす。 

 同一の参加団体が複数の企画を実施する場合は，その企画ごとに明大祭責任者及び明大祭副責任者を選出する必要があ

る。ただし，細目は異なっていても概ね同じ内容でなされている企画に関しては一企画として扱われる場合もある。 

参加団体の企画によって生じたあらゆる不利益については企画を運営する参加団体が一切の責任を負う。 

 

第六条 設備・施設の利用 

参加団体が第 129 回明大祭において明治大学や本委員会及び関係者の提供する施設・備品等を使用する場合，本委員会

の指示に従い、破損や汚損のないように扱わなければならない。 

また，施設や備品等を破損、汚損または紛失した場合，参加団体は賠償の責務を負う。 

 

 

 

 

 

 

第七条 参加団体費 

すべての参加団体は参加費を納入しなければならない。 

また，企画によっては別途分担金の納入が必要になる。 

一度納入した参加団体費はいかなる理由があろうとも返金されない。 

但し企画運営に際し別途必要な場合がある企画運営保証金についてはこの限りではない。 

 

第八条 明大祭の中止 

天候や不測の事態などで第 129 回明大祭中止の判断がなされた場合，参加団体は本委員会の決定に従わなければならな

い。 

また，中止による各参加団体の損害について本委員会は賠償する義務を負わない。 

 

第九条 参加辞退 

参加団体の参加辞退は原則として認めない。 

万一，参加団体が第 129 回明大祭への参加を辞退する場合は，速やかに本委員会に申し出なければならない。 

なお，辞退にあたって本委員会は違約金･賠償金等の支払いを求める場合がある。 

 

第十条 禁止事項 

参加団体は明大祭期間に以下の行為をしてはならない。禁止した行為が発覚した時点で第 129 回明大祭への参加資格を

失い、本委員会は該当する参加団体のすべての企画を停止させることが出来る。また，来年度以降の明大祭参加へ制限を

加える場合もある。 

 ・法律に反する行為や公序良俗を乱す行為 ・過度に個人情報を尋ねる行為 

・来場者や他の企画に迷惑を及ぼす行為  ・特定の政治活動､宗教活動 

・暴力行為               ・大学構内への酒類の持ち込み，所定場所以外の喫煙 

・本規約や、本委員会が事前に配布した誓約書や注意事項などに反する行動 

・明大祭の運営に際する本委員会の指示に従わないこと 

 

第十一条 罰則 

本規約を遵守しない場合，もしくは第 129 回明大祭の趣旨に照らして不適切な行為を行った場合，本委員会は第十条で

定めた通り該当する参加団体の参加資格取り消しを行うことができる。 

 

第十二条 規約の変更 

本委員会は参加団体の了承を得ることなく当規約を変更することがある。 

その場合も，参加団体は変更後の規約を遵守しなければならない。 

 

第十三条 その他 

企画運営に際して，参加団体はこの規約の他にも本委員会が別途定める注意事項を遵守しなければならず，参加団体と

して所定の手続きを行うことはこれも承諾したものとする。 

全ての参加団体及び参加者は，安全で円滑な明大祭の運営のため協力し合わなければならない。 

以上 


